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参考  巻末資料 

１ 計画の策定経過 

（１）区民ニーズの把握 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

子ども・子育て支援施策を検討する基礎資料とするため、「練馬区子ども・子育て支援

事業計画等の策定に係るニーズ調査」を実施し、子育ての実態や意見・要望の把握を行

いました。 

 

 

平成 25 年 10 月～平成 26 年２月 
 
 

 

対象者 配布数 配布回収方法 回収数 回収率 

就学前児童（０～５歳児）

の保護者 
3,000 件 郵送 1,651 件 55.0％ 

小学生（小学１～６年）の

保護者 
2,093 件 直接 1,860 件 88.9％ 

中学生本人 448 件 直接 439 件 98.0％ 

高校生本人 445 件 直接 354 件 79.6％ 

単身および子どものいない

世帯 
500 件 郵送 141 件 28.2％ 

子育て中および子育てが 

終了している世帯 
500 件 郵送 285 件 57.0％ 

子育て関連施設従事者 613 件 直接 587 件 95.8％ 

合計 7,599 件  5,317 件 70.0％ 

 

（２）「子ども・子育て会議」の開催 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

区では、本計画に子育て当事者等の意見を反映し、地域の子どもおよび子育て家庭の実情

を踏まえて子ども・子育て支援施策を実施するため、子どもの保護者、事業主を代表する者、

子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある

者などで構成する「練馬区子ども・子育て会議」を設置しています。 

本計画は、「練馬区子ども・子育て会議」における検討を踏まえ、策定しました。 

 

 

 

  

調査対象および回収状況

調査期間 
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（３）区民説明会の開催 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

平成 26 年 11 月に、区民向けの子ども・子育て支援新制度についての説明会を４回行い

ました。 

説明会では、子ども・子育て支援新制度の概要に加えて、本計画の検討状況と確保方策（案）

についても説明し、検討過程における区民意見の反映にも努めました。 

 

（４）区民意見反映制度の実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

本計画の素案を区役所などの窓口やホームページで公開し、広く区民の方々から意見をい

ただきました。 

 

 

平成 27 年２月１日（日）～２月 20 日（金） 

 

 

延べ 65 件（11 人） 

意見の種別 件数 

計画の基本的な考え方に関するもの 9 件 

「子どもと子育て家庭の支援の充実」に関するもの 19 件 

「子どもの教育・保育の充実」に関するもの 15 件 

「子どもの成長環境の充実」に関するもの 15 件 

計画の推進体制に関するもの 2 件 

その他 5 件 

合  計 65 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

意見募集期間 

意見提出件数 
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２ 次世代育成支援行動計画の評価 

（１）子ども・子育て支援法との関係 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

練馬区は、これまで次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画（練馬区にお

いては「練馬区次世代育成支援行動計画」）を作成し、次世代育成支援を推進してきまし

た。次世代育成支援対策推進法は、元々は平成 26 年度までの時限立法であり、10 年

間集中して次世代育成支援を行うことを通じ、子どもと子育てをめぐる環境の改善を目

指したものであり、一定の効果が見られました。しかし、同法の期限近くになっても、

依然として少子化の流れが変わらず、子どもが健やかに生まれ育成される社会が実現し

たとまでは言えないことから、国は平成 24 年８月に子ども・子育て関連三法を制定し、

子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援の新しい仕組み「子ども・子育て支

援新制度」を導入して取組を充実していくこととしました。 

次世代育成支援の中核となる保育サービスや各種の子育て支援事業については、その

拡充に向けた主たる役割が子ども・子育て支援法に引き継がれたことも踏まえ、子ども・

子育て支援事業計画は、次世代育成支援行動計画の評価を踏まえて策定することとされ

ています。 

一方、事業主における取組を中心に、次世代育成支援の継続した取組が必要とされ、

次世代育成支援対策推進法についても、平成 26 年４月に改正され、同法の期限が 10

年延長されることとなりました。 

この法改正においては、併せて市町村行動計画の策定が任意化され、そのことを受け

て、行動計画策定指針も改定され、市町村行動計画については、「各地域の実情に応じ、

必要な特定の事項のみの作成とすることも差し支えない」旨が明記されました。 

行動計画策定指針の改定においては、「放課後子ども総合プラン」が市町村行動計画に

記載する項目として明記されるなど、区のこれからの取組に重要な項目が引き続き含ま

れていることから、練馬区子ども・子育て支援事業計画を次世代育成支援対策推進法に

基づく市町村行動計画としても併せて位置づけることとします。 
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（２）次世代育成支援行動計画の進捗状況 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

練馬区では「練馬区次世代育成支援行動計画」（前期：平成 17 年度～平成 21 年度、

後期：平成 22 年度～平成 26 年度）の計画目標「子育て、子育ちをみんなが応援する

まち ねりま」に基づいて、様々な施策を推進してきました。 

下記において、後期計画の基本目標ごとに計画期間が４年終了した時点での進捗状況

をまとめました。 
 

基本目標Ⅰ 「子どもたちの『育つ力』と子育て家庭の『育てる力』を応援します」 

主な事業 進捗率 

・子ども家庭支援センターの整備    ・子育てのひろば 

・ファミリーサポートセンター事業   ・保育所待機児童の解消 

・一時預かり ・中高生の居場所づくり ・外遊びの場の提供   等

89.7％ 

 

基本目標Ⅱ 「子どもと親の健康づくりを応援します」 

主な事業 進捗率 

・幼児歯科健診    ・こんにちは赤ちゃん訪問      等 93.6％ 

 

基本目標Ⅲ 「子どもの健やかな成長を助けるため教育環境を整備します」 

主な事業 進捗率 

・少人数指導方法の充実       ・特別支援学級の設置 

・みどりと環境の学校づくりの推進  ・子育て学習講座   等
82.8％ 

 

基本目標Ⅳ 「子どもと子育て家庭を応援するまちづくりを進めます」 

主な事業 進捗率 

・鉄道駅および駅周辺のユニバーサルデザインの促進 

・歩道のバリアフリー化       ・自転車運転免許制度 

・情報教育推進事業          等 

84.0％ 

 

基本目標Ⅴ 「支援が必要な子どもと子育て家庭を応援します」 

主な事業 進捗率 

・特別支援教育に関わる教員の専門性の向上 

・こども発達支援センターの整備         等 
92.5％ 

 

基本目標Ⅵ 「計画の着実な推進を図ります」 

    ※計画事業なし  
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（３）次世代育成支援行動計画の評価 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

個別の計画事業の進捗を踏まえて基本目標ごとに進捗状況を評価すると、平成 25 年

度末時点で、全体として８割を超える結果となっており、次世代育成支援行動計画は順

調に進行していると評価できます。 

一方、リーマンショックに端を発した経済状況の悪化を受け、共働き家庭の増加等が

顕著に見られるようになり、これらの社会情勢の変化を受け、保育所の待機児童は急増

しています。練馬区では、当初の目標値を上方修正するなどして、待機児童の解消に取

り組んでいますが、依然として待機児童数は 500 人近い数となっています。計画は順

調に進行しているものの、今後も待機児童の解消に向けたさらなる取組が必要です。 

また、在宅子育て家庭の支援事業として、子ども家庭支援センターや子育て家庭の交

流の場となる、ぴよぴよ、民設子育てのひろば等の整備、一時預かり事業の充実等も図

ってきました。これらの利用実績は年々伸びています。しかし、ニーズ調査によると、

子育てを「つらい」「楽しいとつらいが同じくらい」と感じている人は約３割となってい

ます。引き続きこれらの事業の拡充に努めることに加え、これまで以上に子育て家庭に

寄り添った支援を行うなど、質的な向上も今後は求められます。 

次世代育成支援行動計画では、次世代を担う子どもたちのために、健康面、教育面、

まちづくり面、特に支援を要する子どもたちへの支援など、総合的な取組を推進してき

ました。しかし、急速な少子化が進行する中で、子ども・子育てをめぐる課題を早期に

解決していくには、子ども・子育てに密接に関連する事業に取組のポイントを絞り、集

中的な施策の展開・推進を図っていくことが必要です。そこで区では、子育て支援の側

面はあるものの、基本的に他分野に委ねられる事業については、当該事業を主管する個

別の計画等での進捗管理とし、練馬区子ども・子育て支援事業計画については、子ども・

子育てに密接に関連する事業にポイントを絞って策定することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子ども・子育て会議公募委員の考える次世代育成支援行動計画の評価 

 区内の子育て支援は、10 年前とは比べものにならないくらい進化して、充実している

と思います。その一方で、時代も社会も刻々と変化し続け、支援の対象の母親の年齢も、

バックグランドも、環境も様々で、その多様なニーズを汲んで満たすことは、至難の業

だと思いますが、そこをうまく汲み取って進んでいくことが求められていると思います。

子育て中のお母さんの力になりたい思いがありながらも能力を発揮できずにいる、つい

数年前まで子育てをしていたちょっと先輩のママなど、区内には素晴らしい人材もたく

さんいます。支援の「質」の問題は、難しいと思いますが、そんな人材もうまく活用し

ながら、民間の団体のアイデアなども取り入れ、親が心から子育てを楽しみ、生まれて

よかったと実感できる乳幼児期を過ごせる子どもがもっともっと増えるよう、より多彩

な支援策を今後区には期待したいと思います。 
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３ 練馬区の現状 

（１）人口の推移 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

① 練馬区における人口の推移 

練馬区の総人口は、平成 26 年４月１日現在で 712,407 人です。平成 21 年以降年々

増加しています。年齢三区分別人口の推移をみると、平成 21 年から平成 26 年の５年

間で、年少人口は約 1,000 人減少、生産年齢人口は約 6,000 人減少、老年人口は約

15,000 人増加しており、高齢化が進んでいることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ （  ）内の数値は構成比です。 

 

② 練馬区における年齢別児童数の推移 

０-５歳人口は、減少傾向は見られるものの、ほぼ横ばいで推移しています。６-11

歳人口は、年々減少しています。 

【 年齢別児童数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0-5歳 6-11歳 0-11歳

資料：住民基本台帳（外国人登録数含む）、各年４月１日現在 
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資料：住民基本台帳（外国人登録数含む）、各年４月１日現在 

【 人口の推移 】 

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）
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③ 練馬区・東京都・国における合計特殊出生率の比較 

練馬区の合計特殊出生率は平成 20 年以降上昇傾向にあり、平成 25 年では 1.22 と

なっており、東京都の水準を上回っています。 

 

【 合計特殊出生率の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

 

※ 【合計特殊出生率】15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生の間に産

むとしたときの子どもの数に相当する。 

 

④ 練馬区における出生数および出生率（人口千対）の推移 

練馬区の出生数は、平成 22 年以降減少傾向で推移してきましたが、平成 25 年に増

加し、6,164 人となっています。 

出生率は概ね東京都の水準と同じで、これまでわずかにポイントを下げながら推移し

てきましたが、平成 25 年に増加し、8.6 となっています。 

 

【 出生数および出生率（人口千対）の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計 

練馬区 東京都 全国

出生数（練馬区） 出生率（東京都） 出生率（練馬区）
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（２）人口の推計 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

① 練馬区における人口推計 

コーホート変化率法に基づいて、各年４月１日現在で人口の推計を行いました。練馬

区の総人口は、平成 27 年以降も徐々に増加し、平成 31 年には 723,288 人になる見

込みです。年齢三区分別の構成比は、年少人口が年々減少する一方で、老年人口が増加

し、少子高齢化が進行すると見られます。 
 

【 人口の推計 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（外国人登録数含む）、各年４月１日現在をもとにこども家庭部において推計 

 

※ （  ）内の数値は構成比です。 

 

② 練馬区における年齢別児童数の人口推計 

就学前児童数は、当面は横ばいで推移する見込みですが、将来は減少していくことが

見込まれています。 

【 年齢別児童数の人口推計 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0-5歳 6-11歳 0-11歳

34,460 34,236 34,405 34,569 34,646

69,413 68,987 68,777 68,752 68,494

34,75134,953 34,372 34,183
33,848
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50,000
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60,000

65,000
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人）

資料：住民基本台帳（外国人登録数含む）、各年４月１日現在をもとにこども家庭部において推計 

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）
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（３）女性の就労状況 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

① 女性の年齢別労働力率の推移  

練馬区の女性の年齢別労働力率は、出産・育児期に落ち込み、再び増加するＭ字カー

ブを描いています。しかし、落ち込みの大きい 35～39 歳の労働力率は年々上昇し、Ｍ

字カーブの落ち込みは緩やかになっています。 
 

【 女性の年齢別労働力率の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

  

② 女性の未婚・既婚別労働力率  

練馬区の女性の未婚・既婚別労働力率をみると、既婚に比べ未婚の 25 歳から 39 歳

において、25 ポイント以上労働力率が高くなっており、特に 35～39 歳で 29.8 ポ

イントの差となっています。 
 

【 女性の未婚・既婚別労働力率（平成 22 年） 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（４）教育・保育サービスの状況 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

① 保育所等の定員と待機児童数の推移 

平成 20 年９月のリーマンショック以降、待機児童は急激に増加しました。認可保

育所および認可外保育施設の定員ともに拡大を図っていますが、待機児童数は 500

人近くになっています。 

【 保育所等の定員と待機児童数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：こども家庭部保育課（各年４月１日現在） 
 
 

待機児童数を年齢別でみると、平成 26 年度は１歳児が最も多く、次いで０歳児、２

歳児となっています。 
 

【 年齢別待機児童数の推移 】 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

平成 20 年度 8 人 118 人 82 人 43 人 3 人 0人 254 人

平成 21 年度 24 人 194 人 147 人 59 人 5 人 0人 429 人

平成 22 年度 49 人 267 人 158 人 77 人 1 人 0人 552 人

平成 23 年度 70 人 248 人 172 人 74 人 0 人 0人 564 人

平成 24 年度 59 人 301 人 123 人 39 人 1 人 0人 523 人

平成 25 年度 76 人 300 人 150 人 51 人 1 人 0人 578 人

平成 26 年度 139 人 237 人 90 人 21 人 0 人 0人 487 人

 
資料：こども家庭部保育課（各年４月１日現在） 
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② 幼稚園の状況 

幼稚園数は、現在 43 園で、区立３園、私立 40 園（幼稚園型認定こども園を含む）

となっています。在籍児数は、平成 26 年度には 10,453 人となっています。 
 
 

【 幼稚園の在籍児数・園数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：「練馬区勢概要」、各年５月１日現在 
 

※ 幼稚園在籍児数は、区内幼稚園に在籍する幼児の数であるため、区外在住者が含まれています。また、練馬区民

で、区外幼稚園に通学している幼児の数は含まれていません。 

 

③ 就学前児童の状況 

保護者の就労状況の変化などに伴い、保育サービス利用児童が増えていますが、幼稚

園在籍児童数と保育サービス利用児童数と在宅等児童数は、概ね１：１：１となってい

ます。 

 

【 教育・保育サービス利用児童数等の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「練馬区勢概要」「練馬区教育要覧」等をもとに作成、各年４月１日または５月１日現在 

※ （  ）内の数値は構成比です。  

在籍児数 幼稚園数（区立） 幼稚園数（私立）

10,673 10,645 10,870 10,601 10,453

5 5 5 5
3
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幼稚園在籍児童数 保育サービス利用児童数 在宅等児童数
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（５）その他の子育て支援サービスの状況 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

① 子どもと家庭の総合相談件数の推移 

平成 22 年に子ども家庭支援センターが２か所開設されたため、平成 22 年度より相

談件数が増加しています。内訳を見ると、育児しつけ等の増加が顕著となっています。 

 

【 子どもと家庭の総合相談件数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「練馬区勢概要」 

 

 

 

② 子育てのひろばの利用状況 

子育てのひろば（ぴよぴよ）、民設子育てのひろばともに、延べ利用人数は年々増加し

ており、平成 25 年度では子育てのひろば（ぴよぴよ）は 143,159 人、民設子育ての

ひろばは、48,301 人となっています。 

 

【 子育てのひろばの利用人数等の推移 】 

 

子育てのひろば（ぴよぴよ） 民設子育てのひろば 

か所数 延べ利用人数 か所数 延べ利用人数 

平成 21 年度 5 か所 83,683 人 8 か所 29,003 人 

平成 22 年度 6 か所 120,247 人 9 か所 42,447 人 

平成 23 年度 7 か所 133,746 人 10 か所 43,629 人 

平成 24 年度 8 か所 141,599 人 10 か所 47,544 人 

平成 25 年度 8 か所 143,159 人 11 か所 48,301 人 

 

資料：「練馬区勢概要」「教育要覧」 
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③ 多様な保育サービスの利用状況 

病児・病後児保育、休日保育、保育所一時預かり、乳幼児一時預かり、短期特例保育

の利用者数は年々増加傾向になっています。 

 

【 多様な保育サービスの利用者数の推移 】 

単位：延べ人日 

 
年末保育 

病児・病後児 

保育 
休日保育

保育所 

一時預かり

乳幼児 

一時預かり

短期特例

保育 

ショートステイ 

（宿泊型一時預かり） 

トワイライトステイ

（夜間一時預かり）

平成 20 年度 227 2,697 340 5,173 4,357 1,032 814 1,415

平成 21 年度 284 2,661 558 5,282 5,752 1,627 863 1,798

平成 22 年度 284 3,199 665 6,059 9,072 1,056 1,233 2,304

平成 23 年度 289 3,239 744 7,628 9,563 995 1,452 1,914

平成 24 年度 127 3,700 656 7,895 10,311 1,162 1,350 2,349

平成 25 年度 145 4,606 925 9,575 10,773 1,413 1,297 1,496

資料：「練馬区勢概要」 

 

 

 

④ 区立学童クラブの在籍・待機児童数の推移 

在籍児童数、待機児童数ともに増加傾向となっています。 

 

【 区立学童クラブの在籍・待機児童数の推移 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：こども家庭部子育て支援課（各年４月１日現在） 
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４ ニーズ調査から見られる現状 

（１）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

① 平日利用している教育・保育事業 

【就学前児童調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

私
立
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
（
定

期
的
な
利
用
の
み
。
認
定
子
ど
も

園
の
預
か
り
保
育
も
含
み
ま
す
）

認
定
こ
ど
も
園 

認
可
保
育
所 

認
証
保
育
所 

保
育
室 

家
庭
福
祉
員
（
保
育
マ
マ
、
駅
型
グ

ル
ー
プ
保
育
室
） 

グ
ル
ー
プ
型
家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 1,047 46.4 3.5 1.8 36.4 8.3 1.4 1.1 0.2 0.4 0.0 0.3 4.3 0.5

０歳 69 1.4 1.4 1.4 44.9 27.5 2.9 4.3 1.4 2.9 － 1.4 7.2 2.9 

１歳 91 － － 1.1 56.0 25.3 3.3 7.7 － － － － 6.6 － 

２歳 131 6.9 3.1 1.5 51.1 19.8 4.6 0.8 0.8 1.5 － 0.8 13.7 － 

３歳 240 57.5 2.9 2.5 34.6 3.3 － － － － － － 3.3 0.4 

４歳 248 64.5 5.2 0.4 31.9 1.2 0.8 － － － － － 1.2 － 

５歳 254 68.5 4.7 3.1 24.8 2.4 0.8 － － － － 0.4 2.0 0.4 

・定期的な教育・保育事業の利用状況を見ると、年齢が上がるにつれ、「利用している」

の割合が高くなっています。 

・年齢別で見ると、０～２歳で「認可保育所」、３～５歳で「幼稚園」の割合が高くな

っています。 

  

N =

０歳 395
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２歳 244

３歳 246

４歳 252

５歳 254 100.0

98.4

97.6

53.7
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17.5

1.6

1.6

46.3

62.1

82.5

0.8
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利用している 利用していない 無回答
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② 平日利用したい教育・保育事業 

【就学前児童調査】 

単位：％ 

・全体では、「延長保育のある認可保育所」の利用を希望する人が 37.0％と最も高く

なっています。 

・年齢別で見ると、０～３歳では「延長保育のある認可保育所」の割合が約４割と高く、

３～５歳では「預かり保育のある幼稚園」の割合が約４～５割と高くなっています。 

 

 

 

 

  

  

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

幼
稚
園 

預
か
り
保
育
の
あ
る
幼
稚
園 
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も
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延
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保
育
の
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認
可
保
育
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延
長
保
育
の
な
い
認
可
保
育
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証
保
育
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保
育
室 

家
庭
福
祉
員 

グ
ル
ー
プ
型
家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
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居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

利
用
希
望
な
し 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 1,631 15.3 22.3 12.5 37.0 14.9 13.7 3.9 3.9 1.0 2.7 1.3 6.4 7.4 0.7 31.4

０歳 395 0.3 3.5 4.8 40.8 21.0 22.8 4.8 7.8 1.5 1.8 2.0 7.6 19.0 0.5 29.4

１歳 240 0.4 7.5 8.8 39.2 15.0 19.2 5.0 5.8 1.3 3.8 1.3 9.2 10.8 0.4 40.0

２歳 244 1.2 7.0 10.2 37.7 11.9 15.6 5.7 3.7 1.6 1.6 2.0 8.2 6.6 1.6 44.3

３歳 246 26.4 37.4 21.1 37.4 12.6 9.8 1.6 1.6 0.4 4.5 0.8 4.5 0.4 0.4 28.5

４歳 252 32.1 34.9 13.9 30.6 12.3 4.4 2.8 0.4 1.2 2.8 0.4 5.6 0.8 0.8 31.0

５歳 254 39.0 53.1 20.5 34.3 13.0 5.9 3.1 1.6 － 2.4 0.8 3.1 － 0.8 17.3
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低

高

低学年(1～3年生)（N = 254）

高学年(4～6年生)（N = 254）

（２）小学校就学後の放課後の過ごさせ方について ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・５歳児の保護者および小学生の保護者に、小学校低学年と高学年の放課後（平日の小

学校終了後）の過ごさせ方についての希望を聞いたところ、どの区分でも「習い事」

の割合が最も高く、約６～８割となっています。次いで「自宅」の割合が高く、約５

～６割となっています。 

・「学童クラブ」の割合は、どの区分でも小学校低学年の希望は約３～４割となってい

ますが、小学校高学年の希望については約１～２割となっています。 

・「居場所づくり事業（ひろば事業）」の割合は、どの区分でも小学校低学年の希望は約

３～４割となっています。また、小学校高学年の希望は約３割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

低学年(1～3年生)（N = 830）

高学年(4～6年生)（N = 1,860）

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカー
クラブ、学習塾など）

児童館

居場所づくり事業（ひろば事
業）

学童クラブ

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

55.8

21.0

66.3

21.9

40.6

29.0

0.6

23.3

0.5

63.9

22.7

75.7

19.5

28.7

11.1

0.4

32.2

5.0

0 20 40 60 80 100

【就学前児童調査（５歳児）】 
％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカー
クラブ、学習塾など）

児童館

居場所づくり事業（ひろば事
業）

学童クラブ

ファミリーサポートセンター

その他

無回答

54.3

20.9

61.0

21.7

35.4

38.6

0.8

20.9

2.0

62.6

26.0

82.7

20.9

30.7

20.9

0.4

24.8

2.0

0 20 40 60 80 100

【小学生調査】 
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（３）世帯の就労状況について ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

教育・保育事業や地域の子ども・子育て支援事業のニーズ量を把握するために、国の

手引きによる算出方法により、対象となる子どもの父母の就労状況等により、子育て家

庭を８種類の類型に区分しました。この類型化した区分を「家庭類型」といい、“現在の

家庭類型”と、母親の将来の就労意向を反映させた“潜在的な家庭類型”の双方を算出

しました。 

ニーズ調査結果から算出した「家庭類型」の割合は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

      

 

   

 

                   

ひとり親

フルタイム×フルタイム

フルタイム×パートタイム(月120時間以上＋48時間～120時間の一部）

フルタイム×パートタイム（48時間未満＋48時間～120時間の一部）

専業主婦（夫）

パート×パート(双方月120時間以上＋48時間～120時間の一部）

パート×パート（いずれかが48時間未満＋48時間～120時間の一部）

無業×無業

【就学前児童・小学生調査】 

パートタイム長時間の基準 

月 120 時間以上の就労 

または月 48 時間～120 時間の 

就労で保育の利用希望あり 

パートタイム短時間の基準 

月 48 時間未満の就労 

または月 48 時間～120 時間の 

就労で保育の利用希望なし 

 

ひとり親 

フルタイム×フルタイム 

フルタイム×パートタイム長時間 

フルタイム×パートタイム短時間 

専業主婦（夫） 

パートタイム×パートタイム（双方とも長時間） 

パートタイム×パートタイム（いずれかが短時間） 

無業×無業 

0歳～就学前 小学校低学年 小学校高学年

3.6

9.4

20.2
22.2

11.9
9.1 8.9

4.6
7.5

34.3

52.1

44.7
47.0

40.5
37.5

1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1
3.6 4.2 3.7 4.0

0.9 0.7 1.0 0.6 0.3 0.2
3.6

9.89.89.4

12.2
11.1

13.0
11.3 11.0

18.2
16.0 14.3

27.3

20.3

29.8

2.01.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

現在 潜在 現在 潜在 現在 潜在

（％）
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（４）子育て全般について ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

① 気軽に相談できる人はいるか     ② 相談者がいる人の相談先 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就学前児童調査、小学生調

査ともに、「いる／ある」の

割合が９割以上となってい

ます。 

・就学前児童調査、小学生調

査ともに、「配偶者・パート

ナー」の割合が最も高く、

次いで「その他の親族（親、

兄弟姉妹など）」「隣近所の

人、地域の知人、友人」と

なっています。 

 

 

 

 

③ 子育てを楽しいと感じることが多いと思うか 

・就学前児童調査、小学生調

査ともに、「楽しいと感じる

こととつらいと感じること

が同じくらい」「つらいと感

じることの方が多い」を合

わせた割合が約３割となっ

ています。 

  

【就学前児童・小学生調査】 ％

楽しいと感じることが多い

楽しいと感じることとつら
いと感じることが同じくら
い

つらいと感じることの方が
多い

その他

わからない

無回答

67.8

26.7

2.8

0.7

1.2

0.7

60.4

32.2

2.6

1.2

1.9

1.7

0 20 40 60 80 100

就学前児童（N = 1,651）

小学生（N = 1,860）

％

いる／ある

いない／ない

無回答

95.6

4.0

0.4

93.1

6.0

0.9

0 20 40 60 80 100

就学前児童（N = 1,651）

小学生（N = 1,860）

％

配偶者・パートナー

その他の親族（親、兄弟姉
妹など）

隣近所の人、地域の知人、
友人

職場の人

保育園、幼稚園、学校の保
護者の仲間

子育てサークルの仲間

保育士、幼稚園の先生、学
校の先生

かかりつけ医など

保育園、幼稚園、学校の区
担当窓口

子ども家庭支援センター

児童館、学童クラブ、地区
区民館

子育てのひろば「ぴよぴ
よ」「にこにこ」など

総合福祉事務所の母子自立
支援員

民生・児童委員、主任児童
委員

総合教育センターの教育相
談室

保健所、保健相談所

児童相談所（東京都児童相
談センター）

民間の電話相談

ベビーシッター

インターネットの子育てサ
イト

その他

相談すべきことはない

無回答

90.2

72.6

56.1

17.9

40.9

3.8

35.8

12.7

0.8

1.6

2.7

7.5

0.2

0.2

0.3

8.7

0.3

0.5

0.3

7.0

2.8

0.3

0.1

83.2

65.9

61.1

20.6

45.5

0.9

22.6

8.5

0.5

0.9

3.9

0.5

0.1

0.1

1.5

1.0

0.5

0.2

0.1

2.9

2.3

0.1

0.2

0 20 40 60 80 100

就学前児童（N = 1,578）

小学生（N = 1,731）

【就学前児童・小学生調査】 【就学前児童・小学生調査】 
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④ 子育てをする中でどのような支援・対策が有効か 

・就学前児童調査で「楽しいと

感じることとつらいと感じ

ることが同じくらい」「つら

いと感じることの方が多い」

と回答した方について、子育

てをする中でどのような支

援・対策が有効と感じている

かでは、「保育サービスの充

実」の割合が 60.7％と最も

高く、次いで「仕事と家庭生

活の両立」の割合が45.9％、

「地域における子育て支援

の充実」の割合が 43.0％と

なっています。 

・小学生調査については、「仕

事と家庭生活の両立」の割合

が 41.3％と最も高く、次い

で「子どもの教育環境」の割

合が 35.1％、「子育てしや

すい住居・まちの環境面での

充実」の割合が 32.9％とな

っています。 

 

 

⑤  練馬区における子育ての環境や支援への満足度について 

・就学前児童調査では、「３」

の割合が38.0％と最も高く、

次いで「４」の割合が33.7％、

平均 3.18 となっています。 

・小学生調査では、「３」の割

合が 43.8％と最も高く、次

いで「４」の割合が35.6％、

平均 3.33 となっています。 

 

 

  

 

就学前児童（N = 1,651）

小学生（N = 1,860）

【就学前児童・小学生調査】 

満足度が低い

満足度が高い

％

1

2

3

4

5

無回答

5.6

15.4

38.0

33.7

5.5

1.8

1.9

10.2

43.8

35.6

5.4

3.1

0 20 40 60 80 100

【就学前児童・小学生調査】 
％

地域における子育て支援の
充実

保育サービスの充実

子育て支援のネットワーク
づくり

地域における子どもの活動
拠点の充実

妊娠・出産に対する支援

母親・乳児の健康に対する
安心

子どもの教育環境

子育てしやすい住居・まち
の環境面での充実

仕事と家庭生活の両立

子どもを対象にした犯罪・
事故の軽減

養育支援の充実

その他

無回答

43.0

60.7

25.0

30.5

20.5

21.3

28.5

41.6

45.9

26.4

24.0

12.1

1.6

26.4

20.1

12.1

24.4

6.6

4.6

35.1

32.9

41.3

26.3

20.9

11.3

4.0

0 20 40 60 80 100

就学前児童（N = 488）

小学生（N = 647）
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練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」 
Ⓒ練馬区 

「練馬区の子育て支援にあればいいな、と思うこと」 
～子ども・子育て会議公募委員のつぶやき～ 

昨年、娘が区立の保育園を卒園したのだが、卒園前のある日のこと。 

「お父さん、『ひきつぎ』ってなに？」 

と尋ねてきた。 

聞くと、「私たち、卒園するから、畑の『ひきつぎ』をしたんだよ」とのこと。 

娘が通っていた保育園では、少し離れた場所に畑を借りて、トウモロコシやナスを育ててい

たと知り、「さすが練馬区」と感心した。と同時に、もっとアピールしてもいいのにな、とも

感じた。 

練馬区は、都内最大の農地面積を持つ。また、公園・緑地合わせると 640 か所にも上るら

しい。 

都心に近く、便利であるにも関わらず豊かな緑を持つこの環境を、子育て支援にも活かせな

いだろうか。「練馬らしい子育て支援」を期待したい。 

前述の「保育園が借りてる畑」も、保育士だけが対応するのでなく、保護者参加を募ればよ

り充実した「農作物」が収穫できるだろう。また、その農作物を給食に利用すれば「食育」に

もなる。さらに「親子で畑仕事」による親子のコミュニケーション、さらに親同士のつながり、

親と地主さんとのつながり…と、複合的なメリットも考えられる。 

「待機児童解消」も重要なことではあるが、さらにそこに付加価値をつけ、広くアピールす

ることで、私が感じた「さすが練馬区」を皆が享受できればと思う。 

娘が教えてくれたその畑は、今は同じ保育園に通う下の息子がしっかり引き継いで、楽しく

農業体験をしているようだ。お父さんも一緒にトウモロコシ食べたいぞ。 
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５ その他の参考資料 

（１）平成 25・26 年度子ども・子育て会議委員名簿 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

  ①子ども・子育て支援法第６条第２項に規定する保護者（公募区民） 

No 氏  名 選 出 区 分 備  考 

1 川本 耕司 公募  

2 高口 陽子 公募  

3 佐藤聖太郎 公募  

4 森 飛鳥 公募 平成26年５月11日まで

5 尾原 亮子 公募 平成26年５月12日から

6 若松美奈子 公募  

 

  ②事業主を代表する者 

No 氏  名 選 出 区 分 備  考 

1 興津 房江 練馬区産業連合会  

2 三宅 泉 東京商工会議所練馬支部  

 

  ③子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

No 氏  名 選 出 区 分 備  考 

1 里中 千草 練馬手をつなぐ親の会  

2 高橋 八映 練馬区私立保育園協会  

3 田中 泰行 練馬区私立幼稚園協会  

4 土田 秀行 練馬区放課後子どもプラン運営委員会  

5 西村 陽子 練馬区認証保育所協議会  

 

  ④子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

No 氏  名 選 出 区 分 備  考 

1 【副会長】川合 貞子 東京家政大学教授  

2 【会長】広岡 守穂 中央大学教授  

 

  ⑤その他区長が必要と認める者 

No 氏  名 選 出 区 分 備  考 

1 内田 弘美 練馬区民生児童委員協議会 平成 26 年２月２日まで

2 新井 直江 練馬区民生児童委員協議会 平成 26 年２月３日から
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（２）練馬区子ども・子育て会議条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

練馬区子ども・子育て会議条例 

平成25年６月28日 

条例第52号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77 

 条第１項の規定に基づき、練馬区子ども・子育て会議（以下「会議」という。） 

を置く。 

（所掌事項） 

第２条 会議は、法第77条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

（組織） 

第３条 会議は、つぎに掲げる者につき、区長が練馬区教育委員会の意見を聴いて委 

嘱する委員15人以内をもって組織する。 

   ⑴ 法第６条第２項に規定する保護者 

   ⑵ 事業主を代表する者 

   ⑶ 法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援（次号において「子ども・子育

て支援」という。）に関する事業に従事する者 

⑷ 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

   ⑸ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 会議の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じ 

た場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長および副会長） 

第５条 会議に会長および副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、そ 

の職務を代理する。 

（会議の招集等） 

第６条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の 

決するところによる。 

（部会） 

第７条 会議は、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。 
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（意見聴取等） 

第８条 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、必要な資 

料を提出させ、意見を聴き、または説明を求めることができる。 

（会議の公開） 

第９条 会議は、公開とする。ただし、会議の議決があったときは、非公開とするこ 

とができる。 

（委任） 

第10条 この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定める。 

付 則 

１ この条例は、平成25年７月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第４条本文の規定にか 

かわらず、平成27年３月31日までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


